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（工学部内規程第２７号）

鳥取大学大学院工学研究科研究報告編集委員会規程

第１条 鳥取大学大学院工学研究科に，研究報告編集委員会（以下「委員会」

という。）を置く。

第２条 委員会は，研究報告の編集及び刊行に関し，次に掲げる事項を審議す

る。

一 論文の投稿・審査・編集に関する事項

二 論文・著書要録に関する事項

三 経費に関する事項

四 その他必要な事項

第３条 委員会は，各講座の教授，准教授又は専任講師のうちから選出された

各１人をもって組織する。

２ 委員会が必要と認めるときは，前項の規定にかかわらず，委員を加えるこ

とができる。

第４条 前条第１項の委員の任期は，２年とし，再任されることができる。

１年ごとに委員の半数を交替するものとする。ただし，補欠による委員の任

期は，前任者の残任期間とする。

２ 前条第２項の委員の任期は，委員会が定める。

第５条 委員会に委員長を置き，委員の互選により定める。

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

第６条 委員会は，審議した事項のうち重要事項について，研究科委員会に報

告し承認を得るものとする。

第７条 委員会の事務は，工学部事務部において処理する。

附 則

この規程は，昭和４５年６月１５日から施行し，同年４月１日から適用

する。

附 則

この規程は，昭和５１年３月２７日から施行する。

附 則

この規程は，昭和５９年１２月１６日から施行する。

附 則



- 2 -

この規程は，平成元年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成７年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１０年４月９日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成１０年１２月２１日から施行する。

２ この規程改正の際，現に委員である者の任期は，改正後の第４条第１項の

規定にかかわらず，次のとおりとする。

改正前の任期 改正後の任期

自 平成１０年 １月 １日 自 平成１０年 １月 １日

至 平成１１年１２月３１日 至 平成１２年 ４月３０日

自 平成１０年 １月 １日 自 平成１０年 １月 １日

至 平成１１年１２月３１日 至 平成１３年 ４月３０日

附 則

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。


